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１.ご挨拶
当基金は、脊髄損傷・脳血管障害等により身体機能を損なった方々のQOL向上を目的と
して、再生医療・リハビリテーション支援、医療従事者育成、青少年の予防医療活動、
障がい者支援を行う公益性の高い団体です。再生医療は日々進歩し、機能回復の可能性
が広がっている一方、高額な治療費から治療機会が制限されている現状があります。
本基金は、こうした方々が経済的理由で治療を断念することのない社会を目指し、寄付
金を基盤とした支援活動を実施しております。

２.寄付の趣旨
寄付金は以下の公益目的事業に活用いたします。
・障がい者の再生医療、リハビリ支援
・再生医療のエビデンス構築
・変形性関節症・脳血管障害等の治療研究支援
・青少年スポーツ障害の予防
・医療従事者の育成事業
・障がい者eスポーツ支援
・動物再生医療の研究支援　等
いただいた寄付は、当基金の社会的使命を果たすための重要な財源となります。

３.寄付金の種類（規約第3条） 
寄付金は以下の３種類で受け入れております。
① 一般寄付金（使途指定なし）：基金の公益目的事業に広く使用します。
② 使途特定寄付金：寄付者の指定した目的に全額使用します。
③ 募集特定寄付金：目的、募集総額等を定め、理事会承認の上で募集する寄付金です。

４.寄付の受入れ基準（規約第2条） 
以下に該当する寄付は受け入れできません。
・寄付の対価として利益、便宜の供与を求めるもの
・寄付者による会計監査の要求
・寄付の取消し権を付したもの
・寄付金等の無償譲渡、使用を要求するもの
・公序良俗に反する意向
・基金の業務、財政、名誉に支障を生じるもの
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５.寄付手続きの流れ（規約第5条） 
①寄付申込書のご提出（紙／電子）
②当基金による受入基準の確認
③受入れ決定通知および振込依頼書の送付
④寄付金受領後、礼状・受領書を送付（募集特定寄付金の場合、募金目論見書も送付）

６.寄付金の管理と報告（規約第6–9条） 
・一般寄付金は規約に基づき適正に区分管理
・使途特定寄付金は指定された用途に全額使用
・募集特定寄付金は目論見書に従い運用し、
・募集終了後の寄付総額報告
・支出完了後の収支報告を寄付者に交付（またはホームページ公開）

７.寄付のお願い
未来に向けて、一人でも多くの方が「回復の可能性」を諦めずに済む社会を実現するた
め、皆様からの温かいご支援を賜れますと幸甚に存じます。

８.寄付金振込先口座
西日本シティ銀行　新宮支店　普通3160227
シ）サイセイイリョウフクシシエンキキン

９.お問い合わせ先
一般社団法人 再生医療福祉支援基金　運営事務局
福岡県福岡市中央区大名2-6-39-5F

TEL　　092-406-7536
E-mail　info@saiseiiryou-fund.com
https://remed.jp/

寄付金専用ページ
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